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安全で美味しい島根の県産品認証制度実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、島根県内で生産される農林水産物について、「安全な農林

水産物を生産する取り組みを消費者に伝え、消費者の安心と信頼を確保するこ

と」、「品質の高さを消費者に広く訴え、認知度が向上することにより市場競

争力を高めること」及び「生産者の生産意欲や技術の一層の向上によって産地

全体の水準を高めること」を目的として、高い安全性と品質の確保を基本に、

県が定めた基準に従って生産し、出荷されることを県が認証する「安全で美味

しい島根の県産品認証制度」（以下、「制度」という。）について必要な事項

を定める。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定める

ところによる。 

(1) 農林水産物 農産物、畜産物、林産物又は水産物をいう。 

(2) 認証 農林水産物の生産に当たって、第４条に規定する認証に関する基準

（以下、「認証基準」という。）及び第５条に規定する認証に関する要件（以

下、「認証要件」という。）に適合した生産管理体制（システム）であるこ

とを知事が認め証明することをいう。 

(3) 認証取得者 前号の規定により認証を取得した生産者をいう。 

 

（第三者委員会） 

第３条 知事は、制度の公平性及び客観性を確保し、適正な運営を図るため、別

に定めるところにより、安全で美味しい島根の県産品認証制度検証委員会（以

下、「検証委員会」という。）及び安全で美味しい島根の県産品認証審査委員

会（以下、「審査委員会」という。）を設置する。  

２ 検証委員会は、制度に関する検証等を行う。知事は、検証委員会の意見をも

とに、認証制度を適正に運営する。 

３ 審査委員会は、認証基準の設定及び申請のあった認証の可否の審査を行う。  

 

（認証の対象とする生産工程） 

第４条 認証の対象とする生産工程は、農産物及び林産物にあっては栽培から収

穫、調製、出荷に至る一連の工程、畜産物にあっては飼養から出荷に至る一連

の工程、水産物にあっては飼育から水揚げ、出荷に至る一連の工程とする。  

２ 農産物及び林産物については、別に定めるところにより、一連の生産工程の

中途までを認証の対象とすることができる。 

 

（認証基準） 

第５条 知事は、別に定めるところにより、次の各号に掲げる認証基準を設定す

る。 
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(1) 生産工程管理基準 

(2) 団体事務局基準 

２ 知事は、第１項の認証基準を設定又は変更するときは、審査委員会の審査の

結果に従うものとする。 

 

（認証要件） 

第６条 島根県内で生産される食用の農林水産物（青果物及び穀物の種苗並びに

茶の苗を含む）を対象とする。 

２ 認証の対象となる品目は、（別添）品目名一覧（農産物・畜産物・林産物・

水産物）に記載のある品目とする。品目名一覧にない品目は、知事が適当と認

める場合、認証の対象とすることができる。 

３ 知事は、申請者の取組が生産工程管理基準に適合していると認めるときは、

当該申請者を認証するものとする。ただし、次条に規定する団体については、

団体事務局基準にも適合しなければならない。 

４ 認証の範囲及び対象を限定する場合の要件については、別に定めるところに

よる。 

 

（認証の申請者要件） 

第７条 認証を申請することができる生産者は、次の要件に該当する者とする。  

（1）島根県内で農林水産物を生産する個人 

（2）島根県内で農林水産物を生産する個人が共同管理により生産を行う任意

組織 

（3）島根県内で農林水産物を生産する法人 

（4）（1）～（3）が組織する団体 

（5） 前号における団体は、対象とする農林水産物に係る統一的な生産出荷基

準を定め、当該基準の遵守を管理する事務局を有すること 

 

（認証の申請） 

第８条 認証を受けようとする生産者は、別に定めるところにより、知事に申請

する。 

 

（認証の審査及び決定） 

第９条 知事は、前条の規定による申請があったときは、別に定めるところによ

り、認証基準及び認証要件に従い、その申請内容及び当該農林水産物の生産出

荷等の状況について審査し、認証の可否を決定する。  

２ 知事は、認証の可否を決定するときは、審査委員会の審査の結果に従うもの

とする。 

 

（認証の有効期間） 

第１０条 認証の有効期間は、前条第１項の認証を決定した日から、当該決定し

た日から起算して４年を経過する日以後、直近の１月、３月、７月又は１０月
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の末日までとする。 

２ 認証取得者が複数の品目の認証を取得した場合は、認証取得者の希望により、

さきに認証を取得した品目と共通の認証有効期間とすることができる。  

 

（認証内容の変更） 

第１１条 認証取得者は、認証申請した内容に変更が生じた場合は、別に定める

ところにより、遅滞なく知事に届け出なければならない。  

 

（認証の更新） 

第１２条 認証取得者は、第１０条に規定する有効期間満了後、引き続き認証を

受けようとするときは、別に定めるところにより、認証期間の更新を受けるこ

とができる。 

２ 前項の規定により更新を受ける認証の有効期間は、第１０条の規定による認

証の満了した日から起算して４年間とする。 

 

（認証の表示） 

第１３条 認証の表示等にあたっては、特に定める場合を除き「美味しまね認証」、

「美味しまねゴールド」及び「美味しまねゴールド認証」の呼称を用いる。  

２ 認証取得者は、県に申請のうえ認証された農林水産物の生産、販売について、

前項の呼称及び認証マークを使用することができる。 

３ 認証マークは、認証された農林水産物以外に使用してはならない。ただし、

認証された農林水産物を原材料として使用した加工品については、この限りで

ない。 

４ 認証マークの規格及び使用方法等については、別に定める。  

 

（残留農薬検査等） 

第１４条 知事は、認証された農産物、林産物又は水産物（内水面養殖魚に限る。）

について、別に定めるところにより、残留農薬検査等を行うことができる。  

２ 前項において、認証取得者は、当該検査に協力しなければならない。  

 

（実績報告） 

第１５条 認証取得者は、認証された農林水産物の出荷状況について別に定める

ところにより、その実績を知事に報告しなければならない。  

 

（監査） 

第１６条 知事は、認証された農林水産物の生産出荷等の状況について、年１回、

別に定めるところにより、認証基準適合の可否を監査する。  

２ 前項において、年１回とは４月１日～翌年３月３１日までとする。  

３ 知事は、認証された農林水産物の生産出荷等の状況について、必要があると

認めるときは、別に定めるところにより、認証基準適合の可否を監査すること

ができる。 
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４ 知事は、改善の必要があると認めるときは、認証取得者に対して必要な措置

を講じるよう指示することができる。 

 

（認証の一時停止及び取り消し） 

第１７条 知事は、認証取得者が次の各号のいずれかに該当する行為をした場合

認証を一時停止することができる。また、改善の見込みがないと認められる場

合は認証を取り消すことができる。 

(1) 第１３条の規定による認証の表示において不適正な行為をしたとき 

(2) 第１６条の規定による監査において不適正な行為をしたとき 

(3) 第２０条の規定による責務に反する行為をしたとき 

(4) 虚偽の申請により認証を受けたとき 

(5) その他制度の運用に重大な支障を来す行為、又は認証された農林水産物の

信用を著しく損なう行為をしたとき 

(6) その他知事が認証を一時停止または取り消す必要が生じたと判断したとき 

２ 知事は、前項により認証の取り消しを行う場合は、緊急を要する場合を除き、

審査委員会の審査の結果に従う。 

３ 知事は、認証取得者から認証取り下げの届出があったときは認証を取り消す。 

 

（公表及び情報提供） 

第１８条 知事は、制度の概要、認証基準及び認証取得者等の情報について、県

のホームページ等で公表する。 

２ 認証取得者は、認証された農林水産物の生産、販売について第１２条に規定

する認証マークの表示に努めるものとする。 

 

（県の責務） 

第１９条 知事は、制度及び認証された農林水産物の周知を図り、適切な運用に

より信頼確保に努めるとともに、産地における生産者の認証の取得及び認証さ

れた農林水産物の生産出荷や円滑な流通に向けた取り組みを支援する。  

２ 知事は、制度に関して得た個人情報について、制度運営以外の目的に使用し

てはならない。 

 

（認証取得者の責務） 

第２０条 認証取得者は、この要綱に定められた事項を遵守するとともに、知事

が行う監査に誠実に対応しなければならない。 

２ 認証取得者は、認証された農林水産物以外の品目についても適切な生産工程

管理を行うよう努めるものとする。 

 

（事故等の対応） 

第２１条 認証された農林水産物について、生産出荷、流通又は販売の過程にお

いて、品質等に関する事故等（以下、「事故等」という。）が発生した場合は、

認証取得者がその責任を負うものとする。 
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２ 前項の場合において、知事が第三者に対し損害賠償その他の負担をしたとき

は、認証取得者は、知事の求償に応ずるものとする。  

３ 事故等が発生した場合、知事は、認証取得者に対し適切な指導を行い、認証

取得者は、誠意をもって必要な措置を講じなければならない。 

 

（その他） 

第２２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。  

 

 附則   

  この要綱は、平成２１年１月２１日から施行する。  

  附則  

  この要綱は、平成２３年１月４日から施行する。  

  附則  

  この要綱は、平成２５年３月２９日から施行する。  

  附則  

  この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。  

  附則  

 １ この要綱は、平成３１年１月１日（以下、「施行日」という。）から施行

する。 

 ２ 施行日において、現に有効な認証にかかる有効期間の満了日は、当該満了

日以後、直近の１月、３月、７月又は１０月の末日までとする。 

 ３ 施行日において現に有効な認証にかかる第１５条の監査については、当該

認証の有効期間が満了するまでの間、従前の認証基準及び認証要件により行

う。 

  附則  

  この要綱は、令和元年７月８日から施行する。 

  附則 

  この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附則 

  この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 


